
○岡山市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則 

 

制 定 平成２９年２月２８日 市規則第１２号  

一部改正 平成２９年８月１５日 市規則第１３９号 

一部改正 平成３０年７月３０日 市規則第１６５号 

一部改正 令和 ２年３月３１日 市規則第６２号  

最近改正 令和 ４年９月２１日 市規則第７８号  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，本市が介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４５第１項に規定する地域支援事業として実施する介護予防・日常生活支

援総合事業（以下「総合事業」という。）に関し，法，介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号。以下「政令」という。），介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号。以下「省令」という。），介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効

な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号。以下「指針」という。）

及び地域支援事業の実施について（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労

働省老健局長通知。以下「通知」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定める

ものとする。 

（事業の目的） 

第２条 総合事業は，高齢者が要支援・要介護状態となることをできるだけ予防し，高齢

者自身の力を生かした自立に向けた支援を行うとともに，高齢者が住み慣れた地域の中

で，多様で柔軟な生活支援を受けながら人とつながり，生き生きと暮らしていくことが

できる地域づくりを行うことを目的とする。 

（定義） 

第３条 この規則で使用する用語は，法，政令，省令，指針及び通知で使用する用語の例

による。 

（事業の種類） 

第４条 本市は，総合事業として，次に掲げる事業を行うものとする。 



（１） 第１号事業（法第１１５条の４５第１項第１号に規定する事業をいう。以下同

じ。） 

ア 第１号訪問事業 

（ア） 介護予防訪問サービス（省令第１４０条の６３の６第１号の基準に従って

行われる事業をいう。） 

（イ） 生活支援訪問サービス（省令第１４０条の６３の６第２号の基準に従って

行われる事業をいう。） 

イ 第１号通所事業 

（ア） 介護予防通所サービス（省令第１４０条の６３の６第１号の基準に従って

行われる事業をいう。） 

（イ） 生活支援通所サービス（省令第１４０条の６３の６第２号の基準に従って

行われる事業をいう。） 

ウ 介護予防ケアマネジメント（法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１

号介護予防支援事業をいう。以下同じ。） 

（２） 一般介護予防事業（法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業をいう。

以下同じ。） 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

２ 一般介護予防事業は，市長が別に定めるところにより，実施するものとする。 

（事業の対象者） 

第５条 前条第１項各号に掲げる事業の対象者は，次に掲げる者とする。 

（１） 第１号事業にあっては，省令第１４０条の６２の４各号のいずれかに該当する

被保険者（以下「居宅要支援被保険者等」という。） 

（２） 一般介護予防事業にあっては，全ての第１号被保険者及びその支援のための活

動に関わる者 



２ 前項第１号に掲げる者及び同項第２号に掲げる第１号被保険者は，本市が行う介護保

険の住所地特例適用被保険者を除き，本市内に所在する住所地特例対象施設に入所等を

している住所地特例適用被保険者を含むものとする。 

（介護予防ケアマネジメント依頼等の届出） 

第６条 第４条第１項第１号ア又はイの事業を利用しようとする省令第１４０条の６２の

４第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第１号被保険者は，岡山市基

本チェックリスト（様式第１号。以下「基本チェックリスト」という。）によるチェッ

クを実施した日から３０日以内に，岡山市総合事業に係る介護予防ケアマネジメント依

頼（変更）届出書（様式第２号。以下「届出書」という。）に，基本チェックリスト及

び被保険者証を添付して，市長に提出しなければならない。介護予防ケアマネジメント

を行う者を変更しようとする場合も，同様とする。 

２ 市長は，前項の規定による届出があった場合において，自立支援の観点から第４条第

１項第１号ア又はイの事業の利用の必要性を確認したときは，次に掲げる事項を被保険

者証に記載して返付するものとする。 

（１） 事業対象者（前項の規定により届け出た者であって，利用の必要性を確認した

ものをいう。以下同じ。）である旨 

（２） 基本チェックリストによるチェックを実施した年月日 

（３） 第４条第１項第１号ア又はイの事業を利用できる期間（以下「事業対象者の有

効期間」という。） 

（４） 当該介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターの名称 

３ 要介護認定の有効期間，要支援認定の有効期間及び事業対象者の有効期間（以下「認

定等有効期間」という。）の満了日の翌日において第１項に規定する第１号被保険者に

該当する場合，第４条第１項第１号ア又はイの事業を利用しようとする当該者は，認定

等有効期間の満了日の３０日前から認定等有効期間の満了日までの間に届出書の提出を

行わなければならない。 

４ 第１項の規定による届出は，居宅要支援被保険者等に代わり，介護予防ケアマネジメ

ントを行う地域包括支援センターが行うことができる。 

（利用手続） 



第７条 第４条第１項第１号ア又はイの事業を利用しようとする者は，法第８条の２第１

６項に規定する介護予防サービス計画又は同項に規定する介護予防サービス計画を作成

する者が作成する計画（介護予防サービス計画を除く。）であって，同計画と同様の手

順により作成され，かつ，同様の内容を定めた計画の作成を受けなければならない。 

（事業対象者の有効期間） 

第８条 事業対象者の有効期間は，次に掲げる期間を合算して得た期間とする。 

（１） 届出書のサービス開始年月日（以下「サービス開始年月日」という。）から当

該日が属する月の末日までの期間。ただし，サービス開始年月日が月の初日の場合は，

本号は適用しない。 

（２） ２年間 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当したときは，該当した日の前日

をもって事業対象者の有効期間を満了したものとみなす。 

（１） 事業対象者が，法第１９条第１項に規定する要介護認定又は同条第２項に規定

する要支援認定を受けたとき。 

（２） 事業対象者が，法第１９条第１項に規定する要介護認定又は同条第２項に規定

する要支援認定で非該当になったとき。 

（３） 事業対象者から当該区分資格を終了したい旨の申出があったとき。 

（事業の実施者） 

第９条 第４条第１項第１号ア及びイの事業は，法第１１５条の４５の３第１項の規定に

基づき市長が指定する者（以下「指定事業者」という。）により実施するものとする。 

２ 第４条第１項第１号ウ及び同項第２号の事業は，適切に事業が実施できると認められ

る者に委託して実施することができる。 

３ 前項の規定により介護予防ケアマネジメントの実施の委託を受けた者（以下「介護予

防ケアマネジメント受託者」という。）は，当該委託を受けた事業の一部を，再委託す

ることができる。 

（指定事業者の指定の申請） 

第１０条 指定事業者の指定を受けようとする者は，法第１１５条の４５の５第１項の規

定に基づき，市長に申請しなければならない。 



（指定事業者の指定の更新） 

第１１条 指定の更新を受けようとする指定事業者は，法第１１５条の４５の６第１項の

規定に基づき，市長に申請しなければならない。 

（第１号事業の実施） 

第１２条 指定事業者及び介護予防ケアマネジメント受託者は，市長が別に定める基準に

従い事業を行わなければならない。 

（第１号事業に要する費用の額） 

第１３条 第１号事業に要する費用の額は，市長が別に定める基準に従い算定するものと

する。 

（第１号事業支給費の支給） 

第１４条 市長は，居宅要支援被保険者等が指定事業者から第１号事業のサービスを受け

たときは，法第１１５条の４５の３第１項の規定により，当該居宅要支援被保険者等に

対し，当該第１号事業に要した費用について，第１号事業支給費を支給する。 

２ 第１号事業支給費の額は，次条に規定する第１号事業費の支給割合に基づく額とする。 

３ 居宅要支援被保険者等が指定事業者から第１号事業のサービスを受けたときは，市長

は当該対象者が指定事業者に支払うべき当該第１号事業のサービスに要した費用につい

て，第１号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度にお

いて，当該居宅要支援被保険者等に代わり，当該指定事業者に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは，当該居宅要支援被保険者等に対し第１号事業

支給費の支給があったものとみなす。 

（第１号事業支給費の支給割合） 

第１５条 省令第１４０条の６３の２第１項第２号イの規定により市が定める額は，同項

第１号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の１００分

の９０に相当する額とする。 

２ 省令第１４０条の６３の２第１項第２号ロの規定により市が定める額は，同項第１号

ロに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の１００分の１０

０に相当する額とする。 



３ 省令第１４０条の６３の２第１項第３号イの規定により市が定める割合は，１００分

の９０とする。ただし，市長が別に定めるものについては，１００分の１００とする。 

４ 省令第１４０条の６３の２第１項第１号イ及び第２号イ及び第３項の規定にかかわら

ず，居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）

若しくは地域密着型介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）に要した費

用，当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法（大正１１年法律第７０号）第１１５条

第１項に規定する一部負担金等の額（同項の高額療養費が支給される場合にあっては，

当該支給額に相当する額を控除して得た額）その他の医療保険各法若しくは高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に規定するこれに相当する額として

法第６１条の２第１項に規定する政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が

第１号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合

における省令第１４０条の６３の２第１項並びに第１項及び第３項の規定の適用につい

ては，省令第１４０条の６３の２第１項第１号並びに第１項及び第３項中「１００分の

９０」とあるのは「１００分の９０から１００分の１００までの範囲内の割合」とする。 

５ 政令第２９条の２第１項に規定する所得の額が同条第２項に規定する額以上である居

宅要支援被保険者等（次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。）に係る第１号事

業支給費を支給する場合における第１項，第３項又は前項の規定の適用については，第

１項及び第３項中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」と，前項中「１０

０分の９０から」とあるのは「１００分の８０から」とする。 

６ 政令第２９条の２第４項に規定する所得の額が同条第５項に規定する額以上である居

宅要支援被保険者等に係る第１号事業支給費を支給する場合における第１項，第３項又

は第４項の規定の適用については，第１項及び第３項中「１００分の９０」とあるのは

「１００分の７０」と，第４項中「１００分の９０から」とあるのは「１００分の７０

から」とする。 

（第１号事業支給費の支給割合の特例） 

第１６条 前条第４項の規定は，災害その他特別の事情があることにより必要な費用を負

担することが困難であると認めるときについて適用する。 

２ 前項の規定の適用の要件，手続その他必要な事項は，市長が別に定める。 



（第１号事業に要する費用に係る審査及び支払） 

第１７条 市長は，第１号事業に要する費用に係る審査及び支払に関する事務を，岡山県

国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）に委託することができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた連合会は，市長の同意を得て，当該委託を受けた事務

の一部を，営利を目的としない法人であって省令第１４０条の６３の４で定める要件に

該当するものに委託することができる。 

（高額介護予防サービス費相当事業） 

第１８条 市長は，指定事業者による事業の利用により生じた利用者負担額が著しく高額

であるときは，第１５条第４項の規定により，法第６１条に規定する高額介護予防サー

ビス費に相当する額（以下「高額総合事業サービス費」という。）を支給することがで

きる。 

２ 高額総合事業サービス費の支給に関する手続その他必要な事項は，市長が別に定める。 

（高額医療合算介護予防サービス費相当事業） 

第１９条 市長は，指定事業者による事業の利用により生じた利用者負担額及び医療保険

の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは，第１５条第４項の規定により，

法第６１条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額（以下「高額

医療合算総合事業サービス費」という。）を支給することができる。 

２ 高額医療合算総合事業サービス費の支給に関する手続その他必要な事項は，市長が別

に定める。 

（文書の提出等） 

第２０条 市長は，第１号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは，当該支

給を受ける者又は当該支給に係る第１号事業を担当する者に対し，文書その他の物件の

提出若しくは提示を求め，若しくは依頼し，又は当該職員に質問若しくは照会をさせる

ことができる。 

（第１号事業支給費に係る支給限度額） 

第２１条 居宅要支援被保険者の第１号事業支給費に係る支給限度額は，法第５５条第１

項の規定によるものとする。 



２ 事業対象者の第１号事業支給費に係る支給限度額は，居宅介護サービス費等区分支給

限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３

３号）第２号イに規定する単位数により算定した額とする。 

（利用料） 

第２２条 居宅要支援被保険者等が，第１号事業のうち指定事業者が行う事業（第１５条

第３項ただし書に規定するものを除く。）を利用する場合，市長が別に定めるところに

より算定する額の１００分の１０に相当する額を，利用料として負担しなければならな

い。 

２ 政令第２９条の２第１項に規定する所得の額が同条第２項に規定する額以上である居

宅要支援被保険者等（次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。）について前項の

規定を適用する場合においては，同項の規定中「１００分の１０」とあるのは，「１０

０分の２０」とする。 

３ 政令第２９条の２第４項に規定する所得の額が同条第５項に規定する額以上である居

宅要支援被保険者等について第１項の規定を適用する場合においては，同項の規定中「１

００分の１０」とあるのは，「１００分の３０」とする。  

４ 第１６条の規定により利用料を算定する場合においては，前３項の規定は適用しない。

（委任） 

第２３条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。ただし，第４条第１項第１号ウ，第５

条から第８条まで，第９条第２項及び第３項並びに第１０条から第１２条までの規定は，

平成２９年３月１日から施行する。 

附 則（平成２９年市規則第１３９号） 

この規則は，平成２９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３０年市規則第１６５号） 

この規則は，平成３０年８月１日から施行する。 

附 則（令和２年市規則第６２号） 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 



附 則（令和４年市規則第７８号） 

この規則は，令和４年１０月１日から施行する。 



 




